
(1) 令 和 3年 11月30日発行 新 宮 商 エ ニ ュー ス 第436号

【和執山県飲食 ・宿泊 ・サービス業等支援金とは】
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている県内中小企業者 (中小企業又は個人事業主)の

事業継続を支え、雇用の維持を図るための支援金です。

【対象要件】下記の4つの要件を全て満たしている必要があります。

※対象業種については和歌山県ホームベージ ・申請要項にある 「対象業種義Jを ご貰ください。

対ユ清由帥 する養素貫め数 空標台 の額 t

0人 ～ 5人 1 5万 円

6人 ～ 20人 3 0万 円

21人 ～ 50人 45万 円

51人 ～ 6 0万 円

【申請手続】
<受 付期間>令 利 3年 10月 12日 (火〕から令 和 3年 12月 28日 (火 )ま で

※WEBの 場合は、令和3年 12月 28日 (火)23:59分 までに申請してください。

※郵送の場合は、令和 3年 12月 28日 (火 )の消印有効です。

<申 請方法> ● WEBに よる車語 ※ 和歌山県ホームベージ (外部リンク)か ら申宙ください。

●コさによる申章 ※ 申爵書類 ,申諦理項は当所、環牟雲振興届.新 宮市役所で配行してます。

また、和歌山県ホームページからダウンロー ドもできます。

※簡易害留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

※送料は申請者側の御負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないように

御注意 ください。

<宛   先 > 〒 640-8341和 歌山市黒田 1丁 目2-17ア ズマハウスビル5F

飲食 口宿泊 ロサービス業等支援金 (第2期 )事 務局 「審査センター 2係」 宛

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、慧口による対面受付は行いません。

【支援金額】
対象要件 を満たす事業者に対 し、

令和 3年 10月 1日 時点の常時使用 している

従業員の数に応 じて ,右 記表の支援金額

となります。

(1)中 小企業基本法 (昭和 38年法律第 154号)第 2条第 1項に規定する中小企業者その他知事がこれと

同等と認める者 (以下 「中小企業者等」という。)で あること。

(2)県 内で、日本標準産業分類 (平成 25年 総務省告示第 405号 )に 規定する業種の うち別表 (産業分類

による対象業種)に 定める業種又は別表 (県内地場産業)に 定める県内地場産業に係 る製造業 (以下

「対象業種」 という。)を 営む事業者であつて、次の (ア)か ら (ウ)ま での金ての要件 を満たす者

(ア )県 内で店舗 、宿泊施設、工場又は事業所 (以下 「店舗等」という。)を 運営 していること。

(イ )対 象業種 を事業 として営む事業者であること。

(ウ )令 和 3年 9月 1日 までに当該業種に係 る営業を開始 し、本支援金の申話 日において当該営業の

実態があること。

(3)各 申請者の運営する対象業種に係る県内の店舗等 (以下 「対象店舗等」という。)に おける令和 3年

7月 、 8月 又は 9月 のいずれか 1か 月の対象業種に係る事業における売上高 (事業収入)の 合計が前年同月

又は前々年同月に比 して 30パ ーセン ト以上減少 しており、かつ、当該売上高の比較に使用 した年の 7月

か ら9月 までの 3か 月の当該売上高の合計が 15万 円以上である者であること。ただ し、令和 2年 7月 2日

か ら令和 3年 9月 1日 までの間、又は令和元年 7月 2日 か ら令和 2年 7月 1日 本での間に (2)に規定する

対象業種の営業を開始 した者その他知事がこれ らと同等と認める者については、別に定める。

(4)事 業継続の意思がある者であること。

【申 請 書 類 】 詳 しくはホームページまたは申請要項でご確認 ください。

(1)支 援金 (第2期 )給 付申請書 (別記第 1号 様式)

(2)支 援金 (第 2期 〕給付申請書の別紙

(3)宣 誓書 (別記第 2号 様式)

(4)業 種別売上表 (別記第 3号 様式)

(5)飲 食 ・宿泊 ・サー ビス業等支援金 (第 1期 )の 振 り込み完 了の

お知 らせの写 し

※(5)の 書類が提出できない場合又は既に申請済みの飲食 ・宿泊 ,

サー ビス業等支援金 (第 1期 )か ら更新 ・変更を要する場合は、

以下の書類も提出 して ください。(県又は事務局が追加の資料 を

求めることがあ ります。)

(6)a県 内で店舗等を運営 していることを証明する書類

b対 象業種 を営む事業者であることを証明す る書類

(7)従 業員名簿 (別記第 4号 様式)※ 従業員が 6人 以上の場合必要です。

(8)振 込先 回座確認書 (別記第 5号 様式)

(9)役 員名簿 (別記第 6号 様式)※ 法人の場合必要です。
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が新宮信用金庫
理事長 浦 木 睦 雄

〒647-OO04 新 宮市大橋通3丁 目1-4

新宮商工会議所
ギ
新しい時代へ豊かなまちづくり
■:1貫車=1生主主主1主主室韓=|1車:各ぜ屯i.主
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発行所/新  宮  商  工  会  議  所

新宮市井の沢3番8号  電 話 (22)5144代 表

E、mail infO@Shingu― cci.Or.jP
Homepage httpt//WWw Shingu― cci,or jp

令和 3年 11月1日現在、新宮市の世帝数。男女別人E

総世帯数/叩 9世帯
晏グ髭 鴨 父

合計/比 例 人

偲
新

従業員の皆様の福利厚生翻度に !

墨翻 !盟廻啜ガン重点保臣理生活口慎精一時会特抱付

定 期 保 険 t団体 型 )+当 所強自の見鋤 算 協金田痘

引受侵ほ会社 ア クサ生命保険様式会社

★共済観度の酵卸 ・お問い合わせは
,新 宮商工会ヨ所 TEL0735-22-5144
・アクサ生台保険株式会社 松ほ営豊所 輯自分自 TEL0735-23‐8671

上記.飲 食宿泊サービス業等受擢金第 H期 に係る

●県内地場産業

建具、観村.家 具.ニ ット、資製、特殊由均、作業手強、毒魔用品、鶴費輸、

黎色整B,協 曽白日、染料 ・中間秘,染 色、漆樹.へ ら寧.虚 事、ポタン、

本村 ・軍村。洋尋具、齢歓簿秘

●対象要件

上記地場産業に係る製造業を営む事業者であって、令和 3年 4月 、 5月 スは

6月 のいずれか 1か 月の対象店舗等の売上高合計が前年同月又は前々年同月に

比 して 30パ ーセン ト以上減少 してお り、かつ、売上高の比較に使用 した年の

4月 か ら6月 までの 3か 月の対象店舗等の売上高合計が 15万 円以上である

事業者は、令和 3年 4～ 6月 の減少分についても申請を行 うことが可能です。

※詳細については申請要項や和歌山県ホームページをご覧頂 くか、飲食 ,宿 泊 ・

サー ビス業等支援金事務局にお問い合わせ ください。

愁 福田時計店
新宮市仲之町2-1-4

TEL 0735 21-2177/FAX 0735-21-2178

ジュエリー&ウ ォッチ

FUKUDA
新宮市橋本2-14-23ィォン新宮店内

TEL&FAX 0735-28-3164

メ ガ ネ ハ ッピー ウ ィ ン ター セ ー ル 開催 中 伸之町本店)

クリスマスギフト商品

土 木 甚襲 ・ホ竜資材 ・鶴台瞬弱

地域の発展に貢献する

間三苦商店
式
社

株
会

代表取締役 関   贋 乏

本   社 新宮市橋本1-12-10
TEL 0735--22--5271
FAX 0735-22-7643

和歌山支店 和歌山市小倉411-50
TEL  073-488--8730

田辺営業所 田辺市朝日ヶ丘11-19
TEL 0739-33-9581





(3) 令 和 3年 11月30日発行 新 宮 商 エ ニ ユー ス 第436号
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マル経融資(小規模事業者経営BR彗資金)は、経営改善を
日ろうとする小翔模事業書の方々をバツクアツプするため.
新ヨ宙工会議所の推薦により、無担保 ・無保証人 ・低金利
で融資を受けられる国(日本政策金融公庫)の融資制度です。

※申込白函が1・500万円を超える場合は、各種軍件を潤たす必要がございます。

調 暮 t翔碑 弱 =羽 再い■鷲IP筆

■

Ｅ 。21%
①従業員鍛が簡業・サービス業は5人以下(サービス察のうち,寝泊盛・

娯轟業は20人出下)、製遺業白その他の業種は20人以下の事業書

②新宮南工会議所管内で1年以上営業している方

③榔期限の到票している全ての現金を完韓されている方

④新宮南工会議所の経営指導を6ケ月以前から受けている方

⑤側日本政策金融公庫の融資対象嫌種を営んでいる方

輝済河阿

運転資金  7年以内
設備資金 10年以内
←日本前庫はな記の新宮市利子補緯制度の対象とをつています。

～顧電獲得 ・厳路開拓をお書えの小規模事業者の営植へ～       事 業計画作成支援セミナー

小規模事業者の売上アップほ向けた取 り組み|こ対しての補助金 「小規模事業者持続化補助金」

についてセミナーを開催 します。活用事例や申請にあたつてのポイントなどについて詳 しくお話

しますので、顧害獲得 ・販踏開拓等に補Ba金の活用を検討したいという方は是非ご参力B下さい。

また、コロナ対策として願雷や従業員等との投融機会を今よりも減らすため、新たなビジネス

やサービス、生産プロセスの導入を行う小規模事業者を支援する低感染リスク型ピジネス枠に
ついてもご説明致します。                        ・

嶽轡岳雪営3暑醸楚ぽ督灘蓬鑑ン
く低感染 リスク型ビジネス枠>と は

感染拡大防止のための対人技融機会の減少と事業継続を両立させるポス トコロナ
新たなピジネスやサービス、生産ブロセスの導入等に関する取組に対 し、 100
:3/4〕 を上限に補勘するものです。 ※ 申請は」グランツによるネ壮

丁EL:0,35-22-5144 FAX:0735-21-7700

【助成対象事業】
<地 域資源活用事業A>地 域資源 (※)を 活用 した新商品開発や新たな役務の提供等に取 り組む事業

※県知事は地域ごとに地域資源を指定 しています (新自市 :熊野牛 な ど)

<地 域資源活用事業 B>上 記のうち、助成事業完了後 3年 後に新規事業従事者 3人 以上

又は新規事業売上高 1, 200万 円以上を見込める事業

【助成対象者】
和歌山県内に事楽所を有し、次のいずれかに該当する方
①中小企業者 中小企業等経営強化法 (平成11年法律第18号)第2条第1項
②創業者   中 小企業等経営強化法 (平成11年法律第18号)第2条第3項
③NPO法人 特定非営利活動促進法 (平成10年法律算7号)第2条第2項

【助成額・助成率】
<地 焼資源活用事業A>50万 円以上 99万 9千 円以内

<地 域資源活用事業 B>100万 円以上 600万 円以内

助成率 1助 成対象経費の 3分 の 2以 内

(県知事が指定 した地域以外での地域資源を活用 したものは 2分 の 1以 内)

【その他 ,お問い合わせ先】
公益財団法人わかやま産業振興財団 経 営支援部 産 業支援班 ●応募に関することは財団HP(https://yarukiou●ndan o「jp/news/fund2022/)を確認してください。

●本事業は、令和4年 度の予算の成立が前提となります。TEL:07卜432-3227/Ettail:shinsanOyarukiouendan」p/URL

【助成対象事業】

県内に事業所を有する中小企業者等と、県内で生産活動を行う農林漁業者が連携して行う新商品 ・

新サービスの開発事業、新たな生産方法や新たな販売方法の開発事業

【助成対象者】
｀

県内に事業所を有する中小企業者等と県内で生産活動を行う農林漁業者の連続体。

(1)中 小企業者等

①中小企業者 (農 林演業者を除く)独 立行政法人中小企業基盤整備捜格法 (平成14年法律第147号)第 2条第1項

②NPO法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項
③上記の資格を有する者によるグループ(農林漁業者を除く)
(2)農 林漁業者

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (平成20年法律第38号)第 2条 第 2項

農業、林業、漁業を営む個人、法人、また、農協、農事組合法人、森林組合、漁業組合等

【助成額 ・助成幕】

50万 円以上300万 円以内  /  助 成対象経費の3分の2以 内

印刷料金 黒一色刷り・ハガキ悔 」

宅貿甥甘キ ヨBI茎ヨ電話0735-21-0531
新 [雪市テ

~下
日 1丁 目 1番 2長; FAX 0735-23-0593

創業明治元年どを運唱物運蔭

ち維を
新官市大橋通 り3丁 目3の 4
T E L 0735(22)3132

花嫁衣裳は日本全国お届けお引取り致します

全日本ブライダルメイトグループカB盟店

高級貸衣装専門

e杉 本衣裳店
新宮市大橋通り3丁 目2 - 4
目事青舌 (0735) にら3 5 4 5摺酔竹蛸
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「和
傘

の
灯
り

２
０
２
１

ヽ
人
と
場
所
、

未
来

へ
想
い
な

緊
ぐ
～
」
を
開
催
し
て
出

副
套

井

上

乃

安

岱

（
井

上

建

設

佛

Ｙ

去
る
１１
月
１０
日
囚
か
ら
１１
月

・４
日
口
に
か
け
て
、

今
年
で
４

回
目
と
な
る

「和
傘
の
灯
り
２

０
２
１
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

当
イ
ベ
ン
ト
は
新
宮
市
の
名
跡

や
文
化
財
な
ど
を
和
傘
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
よ
り
魅
力

的
に
演
出
す
る
も
の
で
、

新
宮

城
跡
公
園
、旧

西
村
家
住
宅
（西

村
記
念
館
）、
新
た
に
徐
福
公

園
を
含
め
た
３
箇
所
で
同
時
に

行
い
ま
し
た
。

新
宮
城
跡
公
園
は
和
傘
が
縦

一
列
に
並
び
、

徐
福
公
園
は
門

の
中
心
を
照
ら
し
だ
す
よ
う
に

和
傘
を
立
体
的
に
配
置
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
今
回
、

旧
西
村
家

住
宅
で
は
新
た
な
演
出
と
し
て

外
壁
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ヨ
ン

マ
ッ
ピ
ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。

映
像
で
も
和
傘
の
灯
り
が
表
現

さ
れ
、

神
秘
的
な
光
景
が
来
場

者
の
皆
様
に
大
い
に
楽
し
ん
で

頂
け
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

ま
し
た
。

大
画
面
で
映
し
出
さ

れ
る
映
像
の
中
に
は
新
官
の
景

色
、

祭
り
な
ど
も
あ
り
こ
の
地

域
で
見
慣
れ
た
風
景
も
よ
り

違
っ
て
感
じ
て
頂
く
こ
と
が
で

き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

和
傘
の
灯
り
が
照
ら
す
過

去
の
名
跡
と
現
在
の
映
像
が
混

じ
り
合
う
印
象
的
な
も
の
に
仕

上
が
り
ま
し
た
。

来
場
者
数
も

去
年
を
大
幅
に
増
え
、
３
会
場

の
延
べ
人
数
で
７
，６

９
８
名

に
な
り
、

当
事
業
が
新
官
市
を

代
表
す
る
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
つ

つ
あ
る
事
を
と
て
も
嬉
し
く
感

じ
て
い
ま
す
。

去
年
に
続
き
、

コ
ロ
ナ
禍
の

影
響
も
あ
り
地
域
の
催
し
も
の

が
少
な
い
中
、

開
催
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

「和
傘
の
灯

り
２
０
２
１
」
に
場
所
を
提
供

し
て
頂
き
ま
し
た
新
宮
市
、
ご

協
力
頂
き
ま
し
た
関
係
各
位
、

近
隣
の
皆
様
、

ご
来
場
頂
い
た

皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
後
も
皆
様
に
感
動
や
流
や
し

を
届
け
ら
れ
る
よ
う
、

和
傘
の

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
イ
ベ
ン
ト
を
さ

ら
に
素
晴
ら
し
い
も
の
に
成
長

さ
せ
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま

す
。

「和
傘
の
灯
り
２
０
２
１
～
人

と
場
所
、

未
来
へ
想
い
を
繁
ぐ

～
」
（新
宮
城
跡
公
園
）

江
川
大
二
郎

（洗
濯
生
活
佐
野
店
）

新
宮
城
跡
公
園
で
は
、

石
階

段
に
照
ら
し
出
す
和
傘
の
灯
り

が
と
て
も
美
し
く
、

寒
い
中
で

も
多
く
の
方
が
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

さ
れ
た
新
宮
城
跡
公
園
の
階
段

を
ゆ
っ
く
り
と
登
り
な
が
ら
楽

し
ん
で
い
ま
し
た
。
ま
た
、

階

段
脇
に
あ
る
木
々
を
ほ
ん
の
り

と
照
ら
す
淡
い
灯
り
が
よ
り

い
っ
そ
う
情
緒
的
な
雰
囲
気
を

だ
し
て
い
ま
し
た
。

新
官
城
跡
公
園
の
和
傘
の
数

は
一
昨
年
開
催
し
た
よ
り
少
な

い
数
で
し
た
が
、

三
カ
所
の
和

傘
の
灯
り
を
巡
る
人
に
は
丁
度

良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感

じ
ま
し
た
。

寒
い
中
で
の
警
備
で
ブ
ル
ブ

ル
と
震
え
な
が
ら
お
城
の
入
り

回
に
立
っ
て
い
ま
し
た
が
、

多

く
の
来
場
者
の
方
か
ら
帰
り
際

卜」卜、「き
れ
い
だ
っ
た
。」

「す
ご

く
良
か
っ
た
。」
と
声
を
か
け

て
も
ら
い
、

心
が
ほ
か
ほ
か
し

ま
し
た
。

私
自
身
と
て
も
貴
重

な
体
験
が
で
き
ま
し
た
。

和
傘
の
魅
力
を
引
き
出
す
こ
と

が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

特
に
中
央
の
立
体
的

に
組
み
上
げ
ら
れ
た
和
傘
の
灯

り
は
、　

一
際
美
し
く
、

ち人
々
の

目
を
引
い
て
い
ま
し
た
。

来
場

者
の
皆
様
が
立
ち
止
ま
っ
て

じ
っ
と
見
て
、

写
真
を
撮
っ
て

い
ま
し
た
。

準
備
や
警
備
な
ど
大
変
な
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、

「す
ご

く
綺
麗
１
」
と
お
客
様
の
感
嘆

の
声
を
聞
き
、

お
客
様
の
素
敵

な
笑
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
、

今
回
の
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
し
て
本
当
に
良
か
っ
た
と
心

か
ら
思
い
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍

の
大
変
な
中
、

少
な
か
ら
ず
何

か
し
ら
我
慢
を
強
い
ら
れ
て
き

た
人
々
に
、

僅
か
な
が
ら
も
寄

り
添
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
後
と
も
、

新
宮
商
工
会
議

所
青
年
部
の
活
動
を
通
し
て
、

新
宮
市
の
人
々
を
も
っ
と
笑
顔

に
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
き
た

い
で
す
。

井

康

博

（御

刃
口
句
ｒ
ｃ
Ｃ

去
る
１０
月
２９
日
０
に
近
畿
ブ

ロ
ッ
ク
Ｙ
Ｅ
Ｇ
役
員
会

・
定
期

総
会

・
会
長
会
議
、

翌
日
の
３０

日
ω
に
令
和
３
年
度
第
３９
回
近

畿
プ
ロ
ッ
ク
大
会
丹
の
国
あ
や

べ
大
会
に
和
歌
山
県
連
会
長
の

瀬
古
伸
一
部
君
と
和
歌
山
県
代

表
理
事
の
湊
二
郎
君
と
参
加
し

ま
し
た
。

今
回
の
近
畿
プ
ロ
ッ
ク
大
会

は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防

対
策
と
し
て
、

近
畿
プ
ロ
ッ
ク

役
員
、

単
会
会
長
の
み
現
地
参

加
の
制
限
で
そ
の
他
の
近
畿
の

メ
ン
バ
ー
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
配
信
で
の

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
開
催
で
し
た
。

２９
日
の
定
期
総
会
で
は
次
年

度
の
会
長
、役

員
の
承
認
決
議
、

次
年
度
春
の
会
長
会
議
、

近
畿

プ
ロ
ッ
ク
大
会
開
催
地
の
承
認

等
行
わ
れ
ま
し
た
。

次
年
度
の
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
大

会
は
田
辺
市
開
催
と
な
る
の

で
、和

歌
山
県
連
全
体
で
支
え
、

今
大
会
以
上
に
盛
り
上
げ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
と
思
い
ま
し

た
。会

長
会
議
で
は
１０
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
て
、

テ
ー
マ
が
①
「自

企
業
の
弱
点
解
決
」②
「業
種
別

部
会
に
備
わ
っ
て
ほ
し
て
機
能

は
何
？
」
と
い
う
２
つ
の
テ
ー

マ
で
、

グ
ル
ー
プ
デ
イ
ス
カ
ツ

シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。

様
々

な
単
会
会
長
の
意
見
や
、

今
後

近
畿
プ
ロ
ッ
ク
Ｙ
Ｅ
Ｇ
に
対
し

て
の
意
見
交
換
が
で
き
有
意
義

な
時
間
が
す
ご
せ
ま
し
た
。

３０
日
の
令
和
３
年
度
第
３９
回

近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
丹
の
国
あ

や
べ
大
会
で
は
、

記
念
式
典
に

続
き
、

記
念
議
演
で
は
、

前
阪

神
タ
イ
ガ
ー
ス
監
督
の
金
本
知

憲
氏
を
講
師
に
お
迎
え
し
て
、

金
本
イ
ズ
ム
一鉄
人
に
学
ぶ
「成

功
の
た
め
の
人
と
人
の
つ
な
が

り
」
テ
ー
マ
に
ご
講
演
頂
き
ま

し
た
。
プ
ロ
野
球
選
手
時
代
か

ら
監
督
時
代
、

そ
し
て
現
在
ま

で
数
多
く
の
人
と
の
つ
な
が
り

を
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
の
人
生

の
中
で
の
出
会
い
、

人
と
繋
が

る
こ
と
の
大
切
さ
や
価
値
、

連

帯
の
意
義
を
沢
山
学
ば
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
。

学
ん
だ
こ
と
を
持
ち
帰
り
、

新
宮
Ｙ
Ｅ
Ｇ
メ
ン
バ
ー
に
伝
達

し
、

今
後
の
Ｙ
Ｅ
Ｇ
活
動
の
参

考
に
な
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

「和
傘
の
灯
り
２
０
２
１
～
人

と
場
所
、

未
来
へ
想
い
を
襲
ぐ

～
」
（旧
西
村
家
住
宅
）

佐
古
勝

（伸
さ
こ
つ
お
）

旧
西
村
家
住
宅

（西
村
伊
作

記
念
館
）
で
は
、

来
場
者
の
皆

様
が
和
傘
の
灯
り
の
落
ち
着
い

た
雰
囲
気
に
心
を
癒
さ
れ
、

プ

ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ

の
追
力
あ
る
映
像
で
感
動
に
包

ま
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
状
況
も

鑑
み
て
、

映
像
は
５
分
間
隔
で

投
影
し
、
ま
た
一
定
程
度
の
入

場
制
限
を
行
う
な
ど
の
対
応
を

行
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
、

久
し
ぶ
り
の
イ
ベ
ン
ト
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、

沢
山
の
方
々
に

足
を
運
ん
で
頂
き
ま
し
た
。

来

場
者
の
方
か
ら
は
、

「あ
り
が

と
う
。」

「綺
麗
だ
っ
た
。」
と

い
う
言
葉
を
多
く
頂
き
ま
し

た
。
ど
れ
だ
け
の
方
に
来
て
も

ら
え
る
か
わ
か
ら
な
い
中
、

何

か
月
も
前
か
ら
準
備
を
行
っ
て

き
た
の
で
、

そ
の
言
葉
は
最
高

の
ご
褒
美
で
し
た
。

寒
い
中
、

ご
来
場
頂
き
ま
し
た
皆
様
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
後

も
よ
り
良
い
「和
傘
の
灯
り
」

に
し
て
い
け
る
よ
う
意
見
を
出

し
合
い
な
が
ら
、

頑
張
っ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「和
傘
の
灯
り
２
０
２
１
～
人

と
場
所
、

未
来
へ
想
い
を
繋
ぐ

～
」
（徐
福
公
園
）

倉
谷
良
太

（佛
倉
谷
建
築
）

徐
福
公
園
で
は
、

幻
想
的
な

空
間
を
作
り
出
し
た
こ
と
で
、

こ
れ
ま
で
と
は
違
う
、

新
た
な

会

向
長

新入会員
募集中/

一緒に青年部活動
しませんか?

企画から完成まで一貫したシステムでクリエイトする

鋼0コ 障
起ら647-0033 ネ折E雪FS浮雪zKテモ打〔「B2甚旨18キ

T E L・ F A X  0 7 3 5 ( 2 1 ) 3 7 2 2
新富 市滴水 元 打丁 目2番 18号
FAX 0735(21)3722

代表取締役社長 須 サ11 倍 行 (専任取 引士 )

取締役会長 須 サll 市 朗

取締役 須 サ11 君 代 (宅建取 引士 )

〒647-0044新宮市神倉4丁目5番15号

宅建免許 和歌山県知事 (1)第3871号
TEL 0735-22-6155,FAX 22-6351

●御祝生花 ・御供生花●

御祝い、お見舞いには花東 ・アレンジメントを…

お花の事ならお電話下さい !

フラワーショップ株式会社1壱
代表取締役 中 山

新宮市神倉 1-6-5
TEL 0735-22-6906  ?F掛終JttTEL 0735-22-0228
FAX 0735-22-0962

清
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穀勅ンン
見逃した記事もカンタン検索!

外出先でもおにやみ情報などをいち早く!!

太平洋新聞
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ぜひ一度試読登録を

岳説じ努鞄 解評
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